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用地

探してます。

名古屋市内 愛知県内 募集中 ! 先ずはお気軽にご相談下さい

052-350-5750 担当/服部



常務取締役 永井 道人

建設工事費と金利情勢から見る
今後の新築収益物件の市場性
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空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ

℡担当：菊地

2022年は3年目でも収まらない新型コロナウイルスの感染拡大やロシアウクライナ戦争、円安
インフレなど様々な経済を震わす事象が起きた激動の一年でした。また、建設市場でもウッド
ショックの影響で建設費の高騰や利上げ不安なども相まって先行き不透明な情勢でした。今回
は建設費と金利動向の今後を数値データを基に見ていきたいと思います。

まずウッドショックは以前の記事でもお伝えしましたが、材木・木製品・林産物の輸入価格指
数は、2021年1月の92.3から約9か月間で179.2%上昇し、指数は165.4に達し2022年
も高騰が続いていました。しかし一方で、過去50年間の建設費は下記グラフの通り高騰を続
けており、今後も価格の上昇は続いていくと考えられます。

金利情勢については、2023年4月で日銀の黒田総裁が任期満了となり、目が離せない状
況です。ぜひ今後の建築を検討される上でご参考いただけますと幸いです。
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2020年4月

新型コロナウイルス感染症への対応として、「金融緩和の強化」を決
定。「10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設け
ず必要な金額の長期国債の買入れを行う。その際、金利は、経済・
物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとする。」

2021年3月

2％の「物価安定の目標」を実現するため、持続的な形で、金融緩
和を継続を表明。長期金利について、「10年物国債金利がゼロ％
程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の長期国債の買入
れを行う。」という操作方針のもとで、平素は柔軟なイールドカーブ・コ
ントロールの運営を行うため、その変動幅は±0.25％程度であること
を明確化。

2022年4月
4月27日、28日の金融政策決定会合で、0.25％での連続指し
値オペを原則として毎営業日実施することを決めて、金利上昇を容
認しない姿勢を鮮明にした。

2022年10月

2022年度の消費者物価（変動の大きい生鮮食品を除く）の上
昇率の見通しを前年度比2・9％とし、7月の2・3％から上方修正。
黒田東彦総裁は記者会見で「消費者物価は上がっているが、賃上
げを伴う形での安定的な物価上昇ではない」と強調。「今すぐ金利
引き上げや（金融緩和の）出口が来るとは考えていない」と話した。

日本銀行 10年国債金利の推移

また金利情勢は、コロナ以降の日銀の対応を振り返ると、利上げを景気後退のトリガーと警
戒し、一貫して金利上昇を容認しない姿勢でした。また、米国との金利差による利上げ同調
圧力の中、直近1年で0.25%程度の利上げ幅に留まっています。

国交省 建設工事費デフレーター 建設総合（2015年度基準）



入居者の孤独死と
基本的な対応について
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弁護士法人
一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏

今回は、入居者が孤独死した場合の対処法をまとめました。年末年始は特
に発生リスクが上がるとも言われておりますので、確認しておきましょう。

１ 入居者が亡くなった場合の賃貸借契約

入居者が亡くなっても賃貸借契約は終了することはなく、賃借人の地位は、その相続人に承継さ
れます。独居の入居者の場合には、入居者の死亡で住む人がいなくなりますから、通常は、相続
人と連絡を取り、賃貸借契約を合意により解除して、退去手続を進めていくことになります。

２ 亡くなった後の賃料や原状回復の処理

入居者が亡くなった場合の原状回復費用については、相続人がその地位を承継していますので、
たとえば、親が亡くなった場合には相続人である子どもに対して、原状回復費用や未払賃料などを
請求します。
ですが、入居者と相続人との関係が希薄である場合などは、そもそも相続人が誰であるか、どこに
住んでいるかわからない場合も少なくありません。また、契約解除して居室内の残置物を収去しな
ければ原状回復や次の入居者募集もできません。相続人に連絡を取り、合意解除をする必要が
ありますが、協力が得られない場合や、協力をえるために賃料等の請求は諦めざるをえない場合も
あります。

３ 連帯保証人へは何を請求できる？

連帯保証人に対しては未払賃料や原状回復費用を請求することはできますが、基本的には連
帯保証人に賃貸借契約を解除する権限はありませんので、契約解除は相続人と行う必要があり
ます。残置物の処理については、生前に入居者から第三者に委託してもらう方法もあります。

４ 孤独死と告知義務について

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、漏水、持
病による病死などの自然死や、階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥な
どの日常生活の中での不慮の死については、原則として告知義務はないとされています。
ですが、このような自然死や日常生活の中での不慮の死であっても、長期間にわたって人知れず
放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等（以下「特殊清掃等」とい
う。）が行われた場合には、入居者に対し３年程度は告知義務を負うとされます。
ですので、孤独死については長期間経過する前に発見できるような工夫（見守りサービスなど）
を検討する必要もあります。

５ 賃料保証や保険などの利用

上記のとおり、独居入居者の対応には様々問題が生じますが、保険により遺品整理費用や原
状回復費用がカバーされる場合があったり、賃料保証に孤独死に対するサービスがあるものがあり
ます。今後の超高齢化社会では独居の入居者は避けられないと思いますので、必要な対策を検
討していきましょう。



不動産ソリューションコーナー
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リニューアル工事の投資検証！現状よりアップした賃料がカギ
繁忙期が近づき退去の連絡も増えてくる時期です。築年数が古くなってきた物件をお持ちのオー
ナー様にとっては、費用をかけて工事をするかどうか、悩ましいところです。今回は、オーナー様の収
支の観点から、リニューアル工事の判断方法についてお伝えしたいと思います。

あるオーナー様の背景

数字で投資効果を見極めましょう！

築25年、8戸のアパート『A』。現在3室が空室で半年から1
年以上も空いており新たな入居者が決まる気配もありません。
現在４万円で募集していますが、本当に決めようと思ったら
3万円がやっと、と仲介会社から言われてしまいました。しかも
このまま貸し続けるなら今は何とか3万円で貸せるが、設備が
古く今後はさらに下がるか、借り手がつかなくなる可能性も高い、
とのこと。そこで入居者に支持されるリニューアル工事をすると
なると、かかる費用は1室平均80万円との見積もりが出まし
た。このリニューアル工事をすれば1室4.5万円で貸せるとのこ
と。これをどう収支分析すればいいのでしょうか？

さて、ざっと投資効果を計算してみましたが、皆さんはどう判断されるでしょうか？もし、このアパート
について、あなたが10年以上経営を継続されたいと思われるなら、利回り18%の投資、という
のは非常に魅力的だと思います。また、数年で売却する可能性がある場合も、かけた費用よりは
高く売却できる可能性が高く有利です。一方で、6年以内に建て替える、等の想定がある場合
は慎重に費用対効果を考える必要がありそうです。ぜひ、それぞれの背景に合わせて、数字での
経営判断をはじめてみてはいかがでしょうか？

リニューアル企画の収支判断

リニューアル企画の場合には、現状の賃料よりアップした分をリ
ニューアル工事に対する効果と考えます。今回、現状で決まる金
額が3万円とのことですので、3万円に対しアップする分、
『4.5万円ー3万円＝1.5万円』がリニューアル工事に対する効
果になります。投資利回りという観点で空室損や運営コストを
20％分控除して考えると『1.5万円×3戸×80%×12か月＝
43.2万円』の年間収入の増加に対して『80万円×3戸＝240
万円』の投資ということになりますから、利回りは『43.2万円
÷240万円＝18%』ということになります。単純に、新築のア
パート投資やそのほかの投資でも、10％を超える投資、というもの
がほとんどなく、あったとしてもリスクが高い中で、今の賃貸経営の
延長で考えれば非常に効果が高い投資と考えることができます。
もし仮に、この240万円を借入期間15年、金利2％で借入して
工事をするとすると、年間返済額は約18.5万円となり、増収分
の43.2万円から差し引いても、24.7万円残ることになります。



相続相談コーナー

税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続ご相談窓口
℡ 052-253-8181 担当：渡辺・菊地
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インボイス制度の基本
～もう誰にも聞けない消費税の基本⑧～

巷で話題のインボイス制度と不動産業との関連について、テーマに沿って
ご案内して参ります。今回は、「インボイス制度のスケジュール」についてです。

前回までは、ざっくりとしたインボイス制度の手続きについて説明いたしました。今回は、そのス
ケジュールをみていきます。いつ、どのようなことをすればよいのか。免税事業者である場合はど
うするのかなどを確認します。

１．登録申請のスケジュール

インボイス制度の手続きについては、令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、
令和5年3月31日までに税務署へ登録申請書を提出します。提出はe-Tax利用による電
子申請で行うか各国税局のインボイス登録センターへ郵送します。

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進
めて頂けるようお願いいたします。

２．免税事業者の場合

免税事業者が登録を受ける場合は、課税売上金額などによらず課税事業者となる必要
があるため、通常の手続きでは、自ら消費税の事業者を選択しますという届出（消費税課
税事業者選択届出書）を提出してから登録申請を行うことになります。しかし、上記の登
録申請書を提出し、適格請求書発行事業者登録簿への登録日が令和5年10月1日か
ら令和11年9月30日までの日の属する課税期間にある場合は、消費税課税事業者選
択届出書の提出は不要とされることとされました。また、その際に免税事業者から課税事業
者となるのはその登録日からとなります。

（参考）インボイス制度特集 動画チャンネル

３．具体的なケース

駐車場や事業用ビルなどの収入（課税売上）がある免税事業者が適格請求書発行
事業者の登録を受ける場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、同年10
月1日から課税事業者となります。そして、10月1日からの課税期間については消費税の
申告・納税が必要となってきます。また、その際に簡易課税制度を選択する場合は、登録
日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課
税期間から適用されることとなります。



リードグループは専門スタッフの力を結集し
お客様の資産運用をトータルサポートいたします！

● より良い賃貸経営へのご相談はこちら ●

お問い合わせ先：リード通信事務局 担当：服部
TEL:052-350-5065

□空室について
□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について
□購入について

□売却について
□土地活用について
□相続対策について
□保険について
□その他 お気軽にご相談ください！

リードグループ

リードワン保証
家賃保証

エイブルNW中国上海店

賃貸仲介
エイブルNW上前津店

賃貸仲介
エイブルNWマニラ店
賃貸仲介・売買仲介

エイブルNW常滑店
賃貸仲介

リードワン東京
売買仲介

ファインビレッジ
緑花台

サービス付高齢者向け住宅

リードグループ本社
リードワン

不動産管理・売買仲介

リハビリデイステーション

元気村緑花台
デイサービス

メモリアルホール
尾張旭の里
ペットの霊園
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